
平成 29年度岡山市市民協働推進モデル事業 

中間評価表 

 

実施団体 くらしのたね   

協働部署 庭園都市推進課   

記入日 2017年 8月 22日   

 

1．事業の目標と達成状況宮内さんから 

目標 目標に対する現在の状況 今後の対応 

パークマネジメントや ESDに対する理解促進： 

集会参加者 50名以上 

・8 月 20 日に開催した「市民の会設立フォーラム」

には 47名（関係者をのぞく）の参加があった。 

・パークマネジメントや ESDに対する理解は個人差

があるが、フォーラムを通じて一定の情報は提供で

きたと思われる。 

「市民の会」の登録者に対して、継続的に情報提供

を行い、登録者の関心を維持していくとともに説明

責任を果たしていく。 

プロジェクトまたはコミュニティの新規発足： 

1件以上 

8 月 20 日に市民の会（コミュニティ）を発足した。

今後、市民の会が母体となって個別のプロジェクト

を企画・実施していく予定。 

・世話人会を継続的に開催して、今後の展開を検討

していく。 

・毎週土曜日に「くらしのたね」での話し合いの機

会を設けることで希望者に参加機会を提供し続け

る。 

 

2．協働の基本原則に基づくチェックリスト 

協働の原則 チェック（できたものに☑） 指標（※指標の番号が大きくなるほど協働が進んでいる状態を表します。） 

相互理解の原則 

☑ ① 実施団体と協働部署がそれぞれの役割を明文化している 

☑ ② 実施団体と協働部署がそれぞれの役割を果たしている。 

☑ ③ 実施団体のミッションを理解している（協働部署が回答）。 

☑ ④ 岡山市（協働部署）の方針や計画を理解している（実施団体が回答）。 

☑ ⑤ 実施団体と協働部署のそれぞれの強みが発揮され、弱みが補われている。 

目的共有の原則 

☑ ① 実施団体と協働部署が事業のスケジュールを把握している。 

☑ ② 実施団体と協働部署の双方の合意によって事業目標が決定されている。 

☑ ③ 実施団体と協働部署が事業の経過における成果・課題を共有している。 

☑ ④ 実施団体と協働部署が理想とする社会状況を共有している。 

☑ ⑤ 実施団体と協働部署が理想とする社会状況と現状とのギャップを整理・共有している。 

対等の原則 

☑ ① 双方の合意によって役割分担が図られている。 

☑ ② 実施団体の意思・意見が尊重されている（実施団体が回答）。 

☑ ③ 協働部署の意思・意見が尊重されている（協働部署が回答）。 

☑ ④ 実施団体のみに役割や責任が集中していない（実施団体が回答）。 

☑ ⑤ 協働部署のみに役割や責任が集中していない（協働部署が回答）。 

自主性及び自立性尊重

の原則 

☑ ① 実施団体と協働部署が積極的に意思表示をしている。 

☑ ② 事業またはその他の意思決定において実施団体に不当に干渉されていない（協働部署が回答）。 

☑ ③ 事業またはその他の意思決定において協働部署に不当に干渉されていない（実施団体が回答）。 

☑ ④ 事業またはその他の意思決定において実施団体に依存されていない（協働部署が回答）。 

☑ ⑤ 事業またはその他の意思決定において協働部署に依存されていない（実施団体が回答）。 

公開の原則 

☑ ① 実施団体と協働部署間で事業の進捗状況や予算の執行状況が随時共有されている。 

☑ ② 議事録やイベントごとの報告書が作成され、実施団体と協働部署で共有されている。 

☑ ③ 必要に応じて実施団体と協働部署以外の第三者の助言を仰いでいる。 

☑ ④ 事業の案内が実施団体のウェブサイト等で随時発信されている。 

☑ ⑤ 事業の結果が実施団体のウェブサイト等で随時発信されている。 

 


